
全 員 協 議 会 議事録 

 

日 時  令和７年５月２３日（金） 

    １０：００～１２：４９ 

場 所 山元町役場 全員協議会室 

欠席者なし 

会 議 次 第 

 

１ 開 会 宣 告 [議長] 

 

２ 開会のあいさつ 

【議長】慰霊碑トイレ、署名を添えた陳情書、執行部と同様に議会にも提出を受けた。 

 

３ 報 告 事 項 

  ５月２４日（土） ９時４５分 林野火災防ぎょ訓練 作業服・ヘルメット持参 

※ 毎会議タブレットを充電の上、持参願います 

※ 今回から SideBooks の 02_議会全員協議会フォルダに開催通知及び次第を格納しま

す。毎日の確認をお願いいたします。 

 正副議長・常任委員長研修 ６月６日まで欠席報告願います。 

【総務民生常任委員長】終了後、打ち合わせ行います。→6/6本会議終了後委員会開催 

 

４ 協 議 事 項 

⑴ 執行部説明 

【町長】林野火災防ぎょ訓練、参観依頼。能登半島地震、教育長他出張。ふるさと納税代

理受付寄付金８０件約１３０万円、穴水町に届ける。派遣職員慰労。先から交流のある珠

洲市立宝立小中学校訪問する。 

① 山元町再編小学校の今後の進め方について（事前説明） 【教育総務課】 

  ※ 山元町再編小学校在り方検討報告書  

【課長】資料に基づき説明。 

【孝子】説明会合計９８名、こどもセンター開催１４名とあるが。 

【課長】山下・坂元交流センターに出られない方へこどもセンターに出向いた。 

【齋藤】対象者は何人か。 

【課長】ボランティア数名と子育て広場には１０名程度。交流センターに参加されたのは

２名程度。 

【齋藤】子育て世代の分母は。 

【課長】手持ち資料にない。 

【孝子】それぞれの意識を高めるため丁寧に説明するべきではないか。 



【教育長】回覧のほか、学校、保育所・幼稚園に案内配付した。幼児保護者の集まりがあ

るため出向いて説明した。 

【髙橋】仕事をしているお母さんが増え、なかなか機会が得られない。 

【丸子】既存用地を使うのはわかるが、既存の設備はどうなるのか。 

【課長】山元中学校を活用し、新たな小学校を新築する考え方です。配置はこれから検討

を行う。 

【丸子】小学校の既存の施設は使うのか。 

【課長】年数が経過しており増設は難しい。 

【丸子】児童クラブはどうなるのか。 

【課長】児童クラブの在り方は検討中、独立した形で検討している。 

【丸子】学校施設を児童クラブとしては使わない、施設を貸さないということか。 

【課長】これまでは学校の空き教室を活用してきたが、現在は、特別支援クラスの増加で

使用教室数が伸びている。 

【丸子】一体で考えてもらいたい。 

【伊藤】既存用地は、現在町有のものか、周辺用地は考えていないのか。 

【課長】町有のもの。 

【伊藤】いびつな形になっているが、町長はどう考えているのか。 

【町長】検討はしたが、現在、予定はない。将来的に必要があれば考える。既存用地の活

用を検討している。 

【伊藤】柔軟な立場でいくということでいいか。業者の対応で教室の天井が低いとかはな

いのか。 

【課長】仕様書で規定することで細かな設定をする。 

【伊藤】基本構想時点で町民に示すべきでは。 

【課長】後戻りをしないようにやっていく。 

【遠藤】住民を大事に。PFI 方式には不明な点が多い。疑問を消す資料・情報提供を行わ

れたい。 

【齋藤】⑸国庫補助等額はどのくらいか。⑹維持管理費は利用期間か。サービス基準が向

上するのか。 

【課長】⑸これから協議する。⑹期間は定め方による。向上するように規定する。 

【齋藤】土地鑑定とあるが。 

【課長】必要であれば行うということでの表記。 

 

② 山元町ＬＩＮＥ事業の開始に伴う条例等改正について（事前説明） 

                          【デジタル制作推進課】 

【課長】資料に基づき説明。 

【孝子】マイナンバーカードの取得率は。タブレットやスマホの利用、高齢者が利用でき

ないので、説明会や講習会を行わないのか。 

【課長】昨年度に引き続き開催する。 



【孝子】何名参加したのか。 

【課長】４０名程度。 

【孝子】情報漏洩対策は。 

【課長】データセンター等との連携で取り組む。 

【孝子】厳重にされたい。 

【課長】管理に努めます。 

【遠藤】７月１日に運用開始というが、審査期間が短いのではないか。 

【課長】他自治体に比べて条例整備が遅れているので急いでいる面がある。 

【課長・班長】資料を再度説明。 

【髙橋】サービスはこれだけか。 

【課長】７月から開始する分はこれです。 

【丸子】LINE事業登録と住民基本台帳は連結するのか。 

【課長】別なものと考えられたい。 

【丸子】LINE事業登録を活用し、これから様々なものに広げていくのか。 

【課長】登録を増やしてもらえるよう対象を広げていく。 

【丸子】住民基本台帳と連結し、例えば子育て世代に対する情報提供のように、より行政

情報のプッシュ型を推進しないのか。 

【課長】登録者への情報提供。 

【課長】先ほどのマイナンバーの取得数は今年３月末で、９，３６１枚。保有率８１％。 

 

（１１：２８～１１：３７ 休憩） 

 

  ③ 町民バス運賃（使用料）の一部見直しについて（事前説明）（報告） 

                              【町民生活課】 

【課長】資料に基づき説明。 

【齋藤】障碍者の減免は公共交通に限ったものではなく、５割減免が福祉における制度で

はないのか。その整合性をどう考えるのか。 

【課長】他自治体における同事業の事例では、額で定める減免、または率で減免している。

率も５割減免、全額減免、減免なしとさまざまとなっている。福祉部門との相談で

も統一見解までは至っていない。今回はこれまでの水準に戻すために提案するもの。 

【齋藤】公共交通の観点で周辺自治体とのバランスに関して説明があったが、障碍者に寄

り添うので結構だが、福祉部門でもリクエストがあれば対応するということになら

ないか。バスだけということか。様々な福祉サービスとの整合性をどう考えるのか。 

【課長】今回に関しては実証運行前後で差異が出たものを修正したもの。福祉全体は町と

して今後の検討と考える。 

【齋藤】１月から実施してすぐに変更になるのはいかがか。町政全体から見る障碍者福祉

を考えていかないといけない。個別対応でいいのか。 

【町長】言われたから何でも対応する、というわけではない。町民バスは実証運行のため、



適宜修正するもの。公共交通会議においての議論も必要なので毎月変更するわけで

はない。 

【孝子】前回、使用料の説明を常任委員会で受けた際に障碍者の料金を自分も見逃してし

まったが、その後の所管事務調査での意見を取り入れてもらった。住民意見をすぐ

に反映されたのでよかった。 

【秀一】同行介護者の運賃は減免なしか。 

【課長】障碍者手帳を有している方と介助人も含む。 

 

④ 定額減税補足給付金（不足額給付）について（事前説明） 

                          【地域福祉課・税務課】 

【課長】資料に基づき説明。 

質疑なし 

 

⑤ 高額介護サービス費の振込誤りについて（報告） 【地域福祉課】 

【課長】資料に基づき説明。 

【齋藤】３内容、対象、いくらとあるが、総額いくらと表記するのではないか。 

【課長】総額２９７，１６５円。 

【齋藤】４対応、謝罪とあるが、連絡を速やかに。土日の対応を含めて最終はいつか。 

【課長】土日は対応しないが、施設入所者もいたことから営業日の関係で常任委員会説明

後の金曜日に終了した。 

【齋藤】可及的速やかな対応を求める。議会にいち早く共有されるのはいいが、まずは監

査委員に速やかな報告をしたのか。 

【町長】あってはならない事案、早急な対応が求められた。当事者への連絡、正副議長、

監査委員、議会への対応を行った。４月２４日、監査委員への報告を行った。 

【齋藤】問題提起が生かされていない。 

【髙橋】担当の方は一人か。 

【課長】主担当が一名。 

【髙橋】その方がミスすればさらに生じるのではないか。 

【課長】対応策の確認方法で二重にチェックできる。 

【髙橋】システム改修等では業務を発注するのか。 

【課長】どこの自治体でもやっていることなので、電算でうまくやっているところを参考

に検討する。 

 

⑥ 高額医療合算介護サービス費の支払い遅延について（報告） 【地域福祉課】 

【課長】資料に基づき説明。 

【齋藤】連携不足とは、３内容の担当間の回付が遅かったのか。 

【課長】回付漏れがあったことが確認された。 

 



  ※資料配付のみ 

① 町有地の払下げについて 【施設管理課】 

② 「山元町地域おこし協力隊」の委嘱について 【企画財政課】 

 

⑵ その他（執行部説明終了後） 

【議長】要望。幼保連携が進んだが、情報提供されたい。次回全協のタイミングで。 

【町長】次回資料を準備する。 

  

【齋藤】議長からのあいさつにあったが、昨日の陳情に関する報道等に対し町長から説明

がなかったが。 

【町長】受け付けたばかりできちんと対応を決めてから報告する。 

【齋藤】一言あれば、議長の発言とも整合したのではないか。 

【町長】議会にも提出され、議長からも発言があったことから、きちんと方針決定し、説

明する。 

 

 ① ハラスメント条例（案）の取り扱いについて 

【渡邊】資料に基づき修正箇所を説明。条例名を根絶から防止に変更。第１条議員間を除

き町民を入れた。根絶と防止を入れ替えた。第３条と５条も同じく。６月定例会に

提案したい。 

【議長】昨日出た意見を採用した内容。ほかにあれば意見を。 

【孝子】議員になろうとする者とあるが町民で包含できないか。 

【渡邊】含まれているが、個別に出すことで強調した。なり手不足解消への宣言としたい。 

【孝子】町民全体が尊重されるのであれば問題ないのではと思い質問した。 

【議長】この内容の提案でいいか。 

【遠藤】この場では判断できない。議会で提出することになるのか、経緯を確認する。 

【議長】提案者が議員発議する。 

【遠藤】理解した。 

【議長】議員提案と聞いているので、議場での議論を。気づいた点があれば御指摘を。 

 

５ その他 

【議長】森林火災防ぎょ訓練、９時１５分まで受付を終了すること。 

 

６ 閉 会 宣 言 [議長] 

 

 

◎今後の主な行事予定  

 ５月３０日（金） 午前１０時００分  全員協議会（議案配付） 

 ６月 ２日（月） 午前１２時００分  一般質問締め切り 



          午後 ３時００分  議会運営委員会 

    ６～１３日 令和７年第２回山元町議会定例会 

   １２日（木） 午前１０時００分  総務民生常任委員会 条例審査・現地 

 

（ 閉 会 １２：４９ ） 

 


